
 
 

○茨城県立医療大学副学長の任期の特例に関する規程 
 

                            令和２年 ３月１７日 

                            医 療 大 訓 第  １  号  

 

 令和 2 年度に任用される茨城県立医療大学副学長の任期については茨城県立医療大学副

学長選考規程第 7 条の規定にかかわらず，任用日から令和 3 年 3 月 31 日迄とする。 
 

   付 則 

 
 １ この規程は，令和 2 年 3 月 17 日から施行する。 

  ２ この規程は，令和 3 年 3 月 31 日をもって，その効力を失う。 


